
 

院内感染対策への取り組み 
 

院内感染対策の基本的考え方 

病院で患者さんが院内感染とならないような環境を提供し、   

さまざまな対策によって院内感染が防止できるよう努力し、   

患者さんが安全で快適に療養できるよう努める。また院内職員

は院内感染対策が病院の質を表すことを認識し、自分自身も 

職業感染を防止できるように努力する。病院は職員に対し、  

安全に職務が遂行できるように安全装置付器具、個人防護具

や予防接種などの機会を提供し、啓発活動を通じて院内感染 

対策に関する知識の普及に努める。 

１． 院内感染対策委員会を設置し、月 1 回、定期の委員会を開

催 

２． 病院職員に対し年２回以上院内感染対策に関する研修の開催 

３． 職員の感染予防策の遵守 

４． 感染対策サーベイランスの実施による問題の把握と改善 

５． 地域の医療機関と連携した感染対策と指導 

６． 院内感染制御チーム（ICT）による各部署での院内感染制御

に関する実状把握と対策指導の実施 

７． 抗菌薬適正使用支援チーム（AST）による感染症治療への支援 

８． 院内環境感染制御チーム（ICS）による院内環境整備 
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